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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月22日(2013.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＡｌＧａＮのうちの１種類をベースとする、エ
ピタキシャル成長した半導体積層体（１）、を備えたオプトエレクトロニクス半導体チッ
プ（１００）であって、前記半導体積層体（１）が、
－　ｐ型にドープされた積層体（２）と、
－　ｎ型にドープされた積層体（４）と、
－　電磁放射を生成する目的で設けられている活性ゾーン（３）であって、前記ｐ型にド
ープされた積層体（２）と前記ｎ型にドープされた積層体（４）との間に位置している、
活性ゾーン（３）と、
－　ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０＜ｘ≦１））をベースとする１層の中間層（５）であって、
前記活性ゾーン（３）を基準として前記ｎ型にドープされた積層体（４）と同じ側に位置
している、中間層（５）と、
　を備えており、
　前記中間層（５）が、１５ｎｍ～２５０ｎｍの範囲内（両端値を含む）の厚さ（Ｔ）を
有し、
　前記中間層（５）が、中断のない連続的な層であり、
　以下の２つの関係、すなわち、
－　前記中間層（５）が、前記半導体積層体（１）の層のうち前記中間層（５）に隣接す
る層（４，７，１５，１７）、における割れ（１４）もしくは穴（１４）の中に延びる突
出部（５０）、を有し、前記突出部（５０）が、前記割れ（１４）もしくは前記穴（１４
）の境界領域に少なくとも部分的に直接接触しており、前記割れ（１４）もしくは前記穴
（１４）の少なくとも一部またはすべてが、前記中間層（５）によって完全に覆われてい
る、もしくは、
－　前記割れ（１４）もしくは前記穴（１４）の大きさが、前記半導体積層体（１）の成
長方向に沿って、前記中間層（５）によって減少し、前記割れ（１４）もしくは前記穴（
１４）の少なくとも一部が、前記中間層（５）の両側に延びている、
　の少なくとも一方があてはまり、
　前記活性ゾーン（３）への通電が前記中間層（５）を介して行われないように、電流フ
ローは前記中間層（５）を介して達成されない、
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　オプトエレクトロニクス半導体チップ（１００）。
【請求項２】
　硝酸に対する、前記中間層（５）の固有の薬剤浸透性が、前記半導体積層体（１）の層
のうち前記中間層（５）に隣接する層（４，７，１５，１７）、におけるよりも小さい、
もしくは、
　前記中間層（５）が硝酸に対して不浸透性である、
　請求項１に記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１００）。
【請求項３】
　前記中間層（５）の１層のドーパント濃度が、４×１０１８／ｃｍ３～５×１０１９／
ｃｍ３の範囲内（両端値を含む）であり、ドーパントがＳｉである、
　請求項１または請求項２に記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１００）。
【請求項４】
　前記中間層（５）の１層が、ドープされていない、
　請求項１から請求項３のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１０
０）。
【請求項５】
　０．０３≦ｘ≦０．５が成り立ち、
　１層の前記中間層（５）を備えている、
　請求項１から請求項４のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１０
０）。
【請求項６】
　ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０．０３＜ｙ≦５））をベースとする中間層（５ｂ）を備え、
　前記中間層（５ｂ）は、中間層（５ａ）と前記活性ゾーン（３）との間に位置している
、
　請求項１から請求項４のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１０
０）。
【請求項７】
　ｐ型にドープされた積層体（２）の面に、前記活性ゾーン（３）において生成される放
射に対するミラー（１６ａ）を構成しているｐ型コンタクト層（１２ｐ）を備え、
　前記半導体チップ（１００）を機械的に支えているキャリア（９）が、前記活性ゾーン
（３）とは反対側の前記ｐ型コンタクト層（１２ｐ）の面に結合され、
　銀のミラーであるミラー（１６ｂ）が、電気めっきスルーホール（１０）において前記
中間層（５ａ）と前記中間層（５ｂ）との間に結合されている、
　請求項６に記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１００）。
【請求項８】
　前記ｎ型にドープされた積層体（４）の、ＧａＮをベースとする電流拡散層（７）であ
って、少なくとも５×１０１８／ｃｍ３のドーパント濃度でｎ型にドープされている、前
記電流拡散層（７）が、前記中間層（５ａ）と前記中間層（５ｂ）との間に位置しており
、前記中間層（５）に直接隣接している、
　請求項６または請求項７に記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１００）。
【請求項９】
　前記活性ゾーン（３）を基準として前記ｎ型にドープされた積層体（４）と同じ側、前
記活性ゾーン（３）とは反対側の前記半導体積層体（１）の面（４０）が、０．４μｍ～
４．０μｍの範囲内（両端値を含む）の平均粗さを有する粗面（８）を有する、
　請求項１から請求項８のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１０
０）。
【請求項１０】
　前記活性ゾーン（３）を前記電気めっきスルーホール（１０）が貫いている、
　請求項７に記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１００）。
【請求項１１】
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　前記電気めっきスルーホール（１０）が、前記中間層（５ｂ）を貫いている、
　請求項７に記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１００）。
【請求項１２】
　前記半導体積層体（１）の合計厚さ（Ｇ）が、１．０μｍ～１０．０μｍの範囲内（両
端値を含む）である、
　請求項１から請求項１１のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１
００）。
【請求項１３】
　前記半導体チップ（１００）に通電するための電気コンタクト接続部（１２）すべてが
、前記活性ゾーン（３）とは反対側の、前記ｐ型にドープされた積層体（２）の面（２０
）、に位置している、
　請求項１から請求項１２のいずれかに記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１
００）。
【請求項１４】
　前記中間層（５、５ａ）が、前記粗面（８）と前記活性ゾーン（３）との間に位置して
いる、
　請求項９に記載のオプトエレクトロニクス半導体チップ（１００）。
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